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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株主優待制度を一部変更することを決議いたしまし

たので、お知らせします。 

記 

１．変更の理由 

当社は、平成 31 年３月末日の株主名簿に記載の株主様には、通常の株主優待に加え、創業 100 周年記

念優待(文末「※ご参考」をご参照ください)を実施いたしますが、今回、通常の株主優待に関して、その内容

を変更させていただきます。 

平成 30 年 11 月 30 日付「株式会社スガイディノスの株式譲渡契約の締結及びそれに伴う子会社の異動に

関するお知らせ」にて公表したとおり、当社のエンターテイメント事業の新設分割及び新設会社の譲渡に伴い、

エンターテイメント事業は当社の事業ではなくなりました。 

そのため、エンターテイメント事業でもご利用いただけた施設利用券を廃止し、今後は当社の現在の主力

事業であるフィットネス事業で利用いただける施設利用券に変更いたします。 

また、今までは施設利用券と優待商品のいずれかをご選択いただく形としておりましたが、施設利用券の利

用先が縮小されることを鑑み、選択制を廃止し、施設利用券と優待商品の両方をご提供する優待制度に変更

し、内容を充実いたします。 

 

２． 変更内容 

（１） 施設利用券、優待商品の選択制の廃止（両方をご提供） 

これまでは施設利用券、優待商品の選択制としておりましたが、今回の株主優待より、施設利用券と優待

商品の両方を提供させていただきます。 

 

（２） 施設利用券の内容等の変更 

・「１．変更の理由」に記載のとおり、今回の株主優待より、施設利用券はフィットネス施設のみで利用可能

となり、エンターテイメント事業でご利用いただけなくなります。 

（エンターテイメント事業：シネマ・ボウリング・ゴルフシミュレーション・ゲームメダル・ネットカフェ） 

 

・提供枚数を変更いたします。ただし、エンターテイメント事業とフィットネス施設ではご利用単価が異なる

ため、提供する金額相当分については、変更前後での変更はありません（エンターテイメント事業利用可

能時では平均 1,000 円相当、フィットネス施設のみでは 2,000 円相当） 

 



（３） 変更前後の優待制度（変更点は下線を引いております） 

株数 変更前 変更後 

100 株以上 以下のいずれかをご提供 

・6,000 円相当の当社及び RIZAP グループ

商品 

または 

・当社が経営するレジャー施設を無料で利

用できる施設利用券８枚贈呈  

（8,000 円相当） 

以下の両方をご提供 

・3,000 円相当の当社及び RIZAP グループ

商品 

 

・当社が経営するフィットネス施設を無料で

利用できる施設利用券４枚贈呈  

 （8,000 円相当） 

200 株以上 以下のいずれかをご提供 

・12,000円相当の当社及びRIZAPグループ

商品 

または 

・当社が経営するレジャー施設を無料で利

用できる施設利用券 16 枚贈呈 

（16,000 円相当） 

以下の両方をご提供 

・6,000 円相当の当社及び RIZAP グループ

商品 

 

・当社が経営するフィットネス施設を無料で

利用できる施設利用券８枚贈呈 

 （16,000 円相当） 

400 株以上 以下のいずれかをご提供 

・24,000円相当の当社及びRIZAPグループ

商品 

または 

・当社が経営するレジャー施設を無料で利

用できる施設利用券 32 枚贈呈 

 （32,000 円相当） 

以下の両方をご提供 

・12,000円相当の当社及びRIZAPグループ

商品 

 

・当社が経営するフィットネス施設を無料で 

利用できる施設利用券 16 枚贈呈 

（32,000 円相当） 

600 株以上 以下のいずれかをご提供 

・30,000円相当の当社及びRIZAPグループ

商品 

または 

・当社が経営するレジャー施設を無料で利

用できる施設利用券 40 枚贈呈 

 （40,000 円相当） 

以下の両方をご提供 

・15,000円相当の当社及びRIZAPグループ

商品 

 

・当社が経営するフィットネス施設を無料で 

利用できる施設利用券 20 枚贈呈 

（40,000 円相当） 

1,000 株以上 以下のいずれかをご提供 

・36,000円相当の当社及びRIZAPグループ

商品 

または 

・当社が経営するレジャー施設を無料で利

用できる施設利用券 48 枚贈呈 

 （48,000 円相当） 

以下の両方をご提供 

・18,000円相当の当社及びRIZAPグループ

商品 

 

・当社が経営するフィットネス施設を無料で 

利用できる施設利用券 24 枚贈呈  

（48,000 円相当） 

 

３．変更の時期等 

平成 31 年３月末日の株主名簿に記載または記録された株主様への株主優待より実施いたします。 

平成 31年６月をめどに、施設利用券及び優待商品を記載したカタログを送付いたしますので、利用の詳細

や方法等は、そちらをご参照ください。 

 



※ご参考 

＜創業 100 周年記念優待＞ 

平成 30 年 12 月 26 日に公表しておりますとおり、通常の株主優待に加え、次のとおり実施いたします。 

平成 31 年３月末日の株主名簿に記載された、１単元（100 株）以上を保有する株主様全員に株式会社 

スガイディノスへ事業譲渡しておりますエンターテイメント事業（シネマ・ボウリング・ゴルフシミュレーション・

ゲームメダル）施設及び当社施設（フィットネス・ネットカフェ）が利用できる「創業 100 周年記念優待券」を４

枚贈呈いたします。 

 なお、フィットネス施設の利用についての内容は、上記通常の株主優待の内容と同じです。 

 

以   上 

 


